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三田五丁目西地区の地権者の皆さま、 

2021年 12月 24日 

再開発勉強会有志 

【かわら版第 22 号】  

南北線（白金高輪～品川間）が開通へ！ 
 

日本経済新聞は 12/17 付朝刊で南北線（白金高輪～品川間）

が 2030年以降に開業予定であることを報じました。 

開業に向けて三田５丁目の地価が今後上昇し続ける可能性

が出てきました。土地所有者にとっては朗報です！  
 

（Aさん） 

素晴らしいニュースだな。政府と東京都が決めたのだから間

違いはないだろう。品川にはリニアも来るし、それに羽田空

港へも行きやすくなる。三田５丁目はますます便利になるな。 
 

（Bさん） 

そうなると、私たちが住む土地もこれから 2030 年に向けて

価値が年々上昇して行くのかしら。楽しみだわ！ 

でも、いま再開発が決まると、私たちはどうなるの？ 
 

（Cさん） 

再開発が決まると、私たちの土地には法律の規制がかかる

ので自由に処分はできなくなります。 

「建て替え」や「土地の売却」について制限を受けます。 
 

（Bさん） 

あらまあ、息子はビルを建てたいと言っている。お隣さんは

高値で土地を売却して故郷へ戻りたいと言っている。 

しかし、せっかく地価が上がっても再開発（都市計画決定）

が決まれば、夢は簡単には叶わなくなるのね！ 悲しい。 
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（Cさん） 

地価の上昇に「絶対」はありませんが、それでも南北線が品

川まで延伸となれば、白金高輪近辺の利便性は高まりますか

ら、地価は今後上昇して行くだろうと考えるのが妥当です。

しかし、せっかく近隣の地価が上昇しても、再開発が決まっ

てしまうと私たちの地価は上がらないかも知れません。 
 

（Bさん） 

地価が上がらない？それはどう言うことなの？ 
 

（Cさん） 

再開発（都市計画決定）が決まると、区域全体に法律の網が

かけられ、「建て替え」や「売却」に一定の制限が設けられ

るからです。誰だって法律の規制がかけられた土地を通常

価格で買いたいとは思いませんよね！下落もあり得ます。 
 

（Bさん） 

つまり、今は再開発には「同意」すべきではないと言うこと？ 
 

（Cさん） 

同意するか否かは個々の地権者が判断することです。しかし、 

今、再開発に同意すれば損失が増える可能性があります。 

しばらく地価の動向を見てから再開発の是非を判断しても

良いのではないでしょうか？ 

これから 2030 年に向けて地価が上がるかも知れないのに、

再開発を急ぐ理由は見当たりません。従って、今は再開発に

同意する時期ではありません。 
 

（Bさん）  

地価が上がれば資産も増えていろいろな選択肢が出てくる。 

しかし再開発となれば選択肢は狭まるということね？ 
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（Aさん） 

なるほど。今は再開発に同意する時期ではないと言うことか。 
しかし、困ったことになってしまった！ 
 

（Bさん）  

Aさん！そんな深刻な顔をして、いったいどうしたの？  

（Aさん） 

実は先日の個別面談で説得され、取りあえず押して下さいと

言われて「同意書」にハンコを押してしまったのだよ。 
状況が変わったので一旦撤回したいのだが... 
 

（Cさん） 

心配は無用。港区へ確認したところ、都市計画決定の申請前
であれば「同意書」の撤回は可能とのことです。 
 

（Aさん） 

そうか、それは有り難い。それならすぐ「同意書」を撤回す
るとしよう。同意したと言ってたお隣さんにも教えなきゃ。 
 

（Cさん） 

それが良いでしょう。いま同意するには疑問点が多すぎます。 
どんなに良い資産評価額を提示されても、発行元が法的位

置付けのない「準備組合」では、「絵に描いた餅」となりか

ねず注意が必要です。 
更に、土地所有者は再開発で損をすることも知って下さい。

再開発では「土地」が、マンションの「床」と言う減価償却

資産に変換されるからです。土地は 50 年経っても土地とし
て残りますが、「床」は 50年経てば建物の劣化で価値は殆ど

無くなります。 

安易に同意して、将来後悔することだけは避けたいですね！ 
 

(世話役：佐々木光子 h7835575@yahoo.co.jp) 
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